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日日本本医医師師会会「「食食品品安安全全にに関関すするる情情報報シシスステテムム」」モモデデルル事事業業ににつついいてて  

平成 20 年 3 月 10 日 

 

Ⅰ．モデル事業の概要 

１．趣旨 

かかりつけの医師である医師会員には、患者からの相談や日常の診療から知り得た食

品による健康被害に関する情報が蓄積されている。 

診療の現場から、それらの情報を提供してもらい、日本医師会において検討、報告書

などを作成し、再び現場に還元して診療等に役立ててもらうというサイクルを通じて、

かかりつけ医機能の普及・啓発を進める。 
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２．国民生活安全対策委員会 

○ モデル事業は、日本医師会「国民生活安全対策委員会」によって、立案、遂行 

○ 委員会は、医師会ブロックからの代表、県医師会長、専門家によって構成 

 モデル事業実施要綱の策定 

 提供された情報に対する判定の実施 

 モデル事業の活動評価 

 

委員長：小澤   明（東海大学教授） 副委員長：内藤  裕郎（東京都医師会副会長）

増田  一雄（北海道医師会理事） 渋谷  耕司（青森県医師会常任理事） 

本吉  光隆（千葉県医師会理事） 小川   純（石川県医師会理事） 

足立  光平（兵庫県医師会常任理事） 藤田  愼一（岡山県医師会専務理事） 

三宅   智（鹿児島県医師会常任理事） 小山  菊雄（福島県医師会長） 

岡田  幹夫（静岡県医師会長） 宮城  信雄（沖縄県医師会長） 

各務  伸一（愛知医科大学名誉教授） 田中  平三（甲子園大学副学長） 

南    砂（読売新聞社編集局解説部次長） 森川   馨（国立医薬品食品衛生研究所部長）
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３．情報の収集 

医師会員が、日常の診療などを通じて健康被害やその疑いを覚知したときに、所定の

情報提供票に記入し、都道府県医師会を通じて日本医師会に提供する仕組み。 

提供された情報は、専用サイトで、日医、モデル事業参加都道府県医師会、国民生活

安全対策委員会にて共有。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）対象となる情報 

①  主として、いわゆる「健康食品」に関する情報。ただし、現在「健康食品」の定

義が明確でなく、健康増進目的か否かによっても左右されること、また、健康被害

が必ずしも加工食品とは限らないため、全ての食品を対象とする。 

②  食品と称してはいるが、医薬的効能効果を表示したり、医薬品にのみ認められて

いる成分を含有したりするなど、薬事法上の医薬品に該当するものも含む。 

 

１．患者の受診、相談 → 健康被害の覚知 

①症状と摂取食品との関連性 

②服用医薬と摂取食品との相互作用の可能性 

③摂取食品への依存により治療中断 

２．日本医師会への情報提供 

都道府県医師会 

・担当役員、担当部署 

日本医師会 

情報提供票 

• ＦＡＸ 

• 郵送 

• ＨＰフォーム 

かかりつけ医から、日本医師会への情報提供の流れ 
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（２）情報提供をしてもらう場合 

①  患者の症状が、摂取した食品と何らかの関連の可能性がある、または関連が否定

できないと思われる場合 

②  患者の服用している医薬品と摂取食品との間に相互作用の可能性がある、または

相互作用が否定できないと思われる場合 

③  宣伝文句を過信した患者が、摂取食品に依存してしまい、治療や医薬の服用を中

断するなどの具体的な弊害が生じている場合（その食品が有害か無害かを問わない） 
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＜情報提供票＞
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（３）モデル事業の参加状況（スタート時） 

 

 

ブロック 医師会 参加会員数 

北海道 北海道 1,600 人 

東北 青森県 100 人 

関東甲信越 千葉県 2,000 人 

東京 東京都 10,000 人 

中部 石川県 1,559 人 

近畿 兵庫県 3,000 人 

中国四国 岡山県 1,600 人 

福岡県 3,879 人 

佐賀県 654 人 

長崎県 1,283 人 

熊本県 1,343 人 

大分県 995 人 

宮崎県 1,690 人 

鹿児島県 1,200 人 

九州 

沖縄県 590 人 

 31,493 人 

 

 

（４）情報の提供状況 

 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 総 計 

男性   １  ２ ３ １ ７ 

女性 １  １ ６ ７ ４ １ ２０ 

不明  １    ３  ４ 

総計 １ １ ２ ６ ９ １０ ２ ３１ 
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３．情報に対する判断、対応 

医師会員から提供された情報に対し、「真正性」、「重要性」及び「緊急性」の三点を基

盤とした判断基準に基づいて二段階の判定を実施。 

 

 

 

 

１．医師会員からの情報提供を受信 

①判断基準【１】に基づく判定（「緊急審議情報」・「通常審議情報」） 

②ＤＢに入力、専用ＨＰ（委員・都道府県医師会のみアクセス可能）に転送 

→ 日医、委員、都道府県医師会が情報を共有 

２．国民生活安全対策委員会の開催（臨時・定期） 

レベル５．警告・禁止  レベル４．注意喚起  レベ

ル３．要監視 

 

①積極的な情報の収集【レベル５，レベル４，レベ

ル３】 

（詳細な情報提供の要請、類似情報の収集、専門

家の助言 等） 

②厚労省へ通知、調査等要請【レベル５，レベル４，

レベル３】 

情報に対する判断、対応の流れ 

３．判断基準【２】に基づいて当該情報を判定、とるべき対応を選択

４．その後得た情報や知見に基づき、判定を変更 

レベル２．要観察 

レベル１．保存 

 

①情報の観察【レベル２】 

（他の情報の精査、類似情

報の再検証） 

※事例や状況により、左記の

①・②も実施 
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判断基準【１】 

真正性（エビデンス） 緊急性（重篤度） 重要性（情報数） 

５：医学的検証済み ５：死      亡 ５：101 以上 

４：医学的に推定 ４：重大な症状 ４：51〜100 

３：医学的に疑い ３：全身的症状 ３：31〜50 

２：不  明 ２：局所的症状 ２：11〜30 

１：関連なし １：そ の 他 １：１〜10 

判断基準【２】 

判  定 真正性(エビデンス) 緊急性(重篤度) 重要性(情報数) 

レベル５：警告・禁止 判定基準１：４、５ 判定基準１：すべて 判定基準１：すべて

レベル４：注 意 喚 起 判定基準１：３、４ 判定基準１：３〜５ 判定基準１：すべて

レベル３：要 監 視 判定基準１：２、３ 判定基準１：２〜５ 判定基準１：３〜５

レベル２：要 観 察 判定基準１：１、２ 判定基準１：すべて 判定基準１：２〜５

レベル１：保   存 判定基準１：１、２ 判定基準１：すべて 判定基準１：すべて

 

４．報告書の作成、伝達 

○ 医師会員に対し、専用サイトにて、判定結果を含む情報を提供。 

○ 医師会員に対し、注意喚起やモデル事業の年次報告などの報告書を伝達。 

○ その他、医師会員及び国民に対する周知・啓発活動。 

 

５．活動の評価 

（１）都道府県医師会宛アンケートの実施 

○ 問題点の指摘：会員や住民へのＰＲ重要。 

○ 提案：定点観測方式の方が、効率的で情報の精度も高い。 

○ 県医師会の取組み：ビデオ制作、シンポジウムの開催など 

 

（２）国民生活安全対策委員会による自己評価（予定） 

○ 量的評価：情報提供件数、判定回数など 

○ 質的評価：会員の参加率、判定所要時間、エビデンスの度合いなど 
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Ⅱ．今後の課題 

１．情報の収集、医師会員の協力 

○ 下記のような理由から、健康食品による被害に高い関連性を持つ診療科の医師（内

科、皮膚科、婦人科、小児科、整形外科等）を中心とすることを、現在検討中。 

 

２．医会、学会、大学・研究機関、薬剤師会等との連携 

 

３．行政との連携：国、都道府県の食品安全当局、国公立研究機関など 

 

４．広報活動 

○ ポスターやＨＰにより、医師会員・国民から、モデル事業への理解を得る。 

 

５．医学的評価に耐えうる判断基準、判定方法の確立 

○ 第１次及び第２次判定に関する判断基準 

 「真正性」、「重要性」及び「緊急性」の分類方法の見直し 

 点数配分の見直し 

 

６．データの活用、情報のフィードバック 

○ 医師会員の協力を得るためには、情報をもらったままにしておくのではなく、フィ

ードバックが重要。 

○ ただし、次のような課題があるので、エビデンスがある程度確立した成分について、

安全性や有効性などを啓発するような方法を現在検討中。そのときは、特定の製

品・業者の非難・排除を目的とするのではなく、過剰摂取のリスク等、健康食品の

１）医師会員への情報提供の呼びかけの実効性、２）医師会員の関心の確保、３）

会員からの提供情報の精度や専門性の確保、４）日本医師会報告書の周知徹底 
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摂取方法に関する啓発も含める。また、関係学会、大学や研究機関等との協力関係

が重要。 

 

 現在の情報提供件数では、エビデンスの蓄積に基づく注意喚起等が困難。 

 風評被害による訴訟などの法的リスク。 

 １つの健康食品に多くの成分が含有されている場合は、被害の原因成分の特定

が困難。いくつもの食品を同時に摂取している場合は、さらに困難。 

 過剰摂取の場合：「健康食品をより多く摂取すると、その分効果が増す」と思

い、用量を大幅に超えて摂取、数十種類の食品を同時に摂取 

 

７．国民への啓発 

○ 健康食品は、成分を凝縮したり、医薬品成分を含有しているケースもあるので、通

常の食品よりも被害のリスクが高い。 

○ 過剰摂取など国民の側にも啓発が必要な例が多い。 

↓ 

 健康食品の摂取のあり方に関して啓発を行うことが必要。 

 すでに都道府県医師会によっては、リーフレットやビデオ等の制作、公開シンポジ

ウムの開催といった医師会活動を実施。 
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Ⅲ．今後の予定 

１．「国民生活安全対策委員会」報告の取りまとめ（３月下旬） 

モデル事業の今後のあり方 

モデル事業に対する活動評価 

モデル事業の改善点の指摘 

 

２．次年度以降のモデル事業の実施（予定） 

（現モデル事業の実施期間は、平成１８年１０月１日より平成２０年３月３１日） 

 

３．啓発用資料の作成（検討中） 

 

 

Ⅳ．まとめ 

○ 「食」は、国民生活にとって、もっとも基本的な要素。しかし昨今、その信頼を失

いつつある。 

○ 健康食品は、健康の増進、美容等のため、特別の期待をかけて摂取されるもの。 

○ 患者・国民にとって身近で頼りになるかかりつけの医師が、日常の診療や指導を通

し、「食の安全」を図ることは、国民が安心して生活を送ることのできる社会づく

りにつながる。 

 


